
く地区計画とまちづくり〉

地区計画は、これからこんなまちをつくりたい、こんなまちにしたいとい

うみなさんの希望をまとめて、それを実現するために、まちづくりのルール

を決めていくものです。

現在、橋本駅南日地区では、交通の使の良さを活かした、新しいまちづく

りが進められています。そこで、より良いまちをつくるため、地区計画が定

められています。

計画の趣旨をご理解いただき、まちづくりへのご協力をお願いします。

▼橋本駅南日地区 地区計画 区域図
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※用述地域等の詳細は、都市計画課で、ご確認下さい。



屯称― 橋本駅南□地区 地区計画

地区計画で定められた事項をやさしく解説しました。

詳しくは 「地区計画の決定事項」をご覧ください。

標

針 駅周辺

本市の中心商業地であることから、商業 業 務機能の集積を図るととも

に、良好な都市環境の形成と合理的な土地利用を促進することを目標と

します。

橋本駅
       駅 周辺地区から続く商業環境を整備しながら、

諌    星
岩雪号『

」也と調和した地区となるよう整備を

地区

商業施設を主とする環境を整備し、土地の高度

利用を進めます。

快適なまちをつくるため、地区内の主な道路について、幅員を拡げ安全

な道路構造とします。

①市道相原高校前通 (大 山街道)に ついては、現況幅員約6mを 10

m(一 部8m)と して計画。

②l市道橋本 104号  (相 原高校正門前通り)に ついては、現況幅員約

715mを 10mと して計画。

地区施1設



駅周辺一

西通り

駅周辺

区域図に示す箇所については、建物の 1

柱 1壁の面は、都市計画道路境界線から

●建物の 1階を住宅や共同住宅などとして使うこ

とはできません。

●橋本駅西通り線に面する建物の 1階を、住宅や

共同住宅などとして使うことはできません。

ただし、敷地の間口が4m未 満の場合は、制限

しません。

●工場、倉庫業を営む倉庫、危険物の貯蔵 処 理

をする建物はみてられません。ただし、パン屋、
豆腐屋、菓子屋などの食品製造業等の建物は規

制しません。

敷地面積が200ぽ 未満の場合は、容積率の最高

限度を300%と します。

米市では、地区計画制度によつて、壁面後退等を行い歩行者空間としての空地を確保した方に奨励金を交

付する 『安全で快適な歩行者空間創出奨励制度』があります。
米市では、地区計画制度によつて壁面後退部分の歩行者空間の整備に対して、商業地形成事業に基づく整

備計画がある場合、F壁面後退部 (民有地)の カラー舗装整備に対する補助制度』がありますb

◎お問い合わせ 商 業観光課

階に相当する部分 (高さ25m以 下)

lm以 上後退します。

壁面を後退する部分
(1階部分でlm以上)



橋本駅南回地区 地 区計画 決 定事項 (平成 2年 7月 31日 決定)

(平成 8年 5月 10日 変更)

称名 橋本駅南回地区地区計画

置位 相模原市橋本二丁目、橋本六丁目、西橋本二丁目及び西橋本五丁目

積面 約 52 ha

区
域

の
整

備

　

開

発

及
び

保

全

の
方

針

地 区 計 画 の 目標 本地区は、 3R横 浜緑橋本駅南口に位置し、本市における中心商業地であり

商業 業 務地として整備する必要がある。このため、本計画により商業 業 務

機能の集積を図るとともに良好な都市環境の形成と合理的な土地利用を促進す

ることを目標とする。

土 地 利 用 の 方 針 駅周辺地区については、中心商業地として主に商業の利便を増進するととも

に、土地の高度利用を促進する。また、橋本駅西通り緑沿道地区については、

周辺住宅地の利便を増進するとともに、駅周辺地区と一体となつた商業地とし
て土地禾け用を図る。            ャ

地区施設の整備方針
地区内の主要な道路については、既存の道路を有効に活用し、安全な道路構

造となるよう拡幅を図る。

建築物等の整備方針 駅周辺地区については、土地の健全で合理的な高度利用を促進し中心商業地

として商業集積が図られるよう、また橋本駅西通り線沿道地区については、駅

周辺地区と一体的に商業地が形成されるよう、それぞれ建築物の用途等につい

て制限するとともに、安全で快適な歩行空間の確保を図るため壁面の位置につ

いて制限する。

地

区

敢
正

備

計

画

地 区 施 設 の

配置及び規模
道路

約

約

長

長

延

延

０貝

ヨ貝

首
田

一０
日

1 0 m ,

8 m ,

3 0 5 m

3 2 m

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地区の

区 分

区分の名称 駅周辺地区 橋本駅西通り線沿道地区

区分の面積 無匂  3 6  ha 約  16 ha

の

限

等

制

物

の

築

途

建

用

次に掲げる建築物は、建築してはな

らない。

建築物の 1階部分を住宅叉は共同住

宅、奇宿舎若しくは下宿の用述に供す

るもの (これらの用途の入ロホール、

階段等並びに附属する自動車車庫、自

転車の停留施設及び物置等の部分は除

く。)

次に掲げる建築物は、建築してはな
らない。
敷地が都市計画道路356号 橋本駅西
通り線に接する建築物の 1階部分を住
宅又は共同住宅、寄宿舎若しくは下宿
の用途に供するもの (これらの用途の

入Elホール、階段等並びに附属する自
動車車庫、自転車の停留施設及び物置
等の部分は除く。)
ただし、都市計画道路356号 橋本駅
西通り線に接する敷地の各部分の長さ
が4メ ー トル未満である建築物の場合
は、この限りでない。

1 次 の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1)原 動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平 方メートルを超えるもの

(2)建 築基準法別表第 2(と)項第 3号 に掲げる事業を目む工場

(3)倉 庫業を営む倉庫

(4)建 築基準法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので

政令で定めるもの

2 前 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業を営む工場は、この限りでない。
(1)原 動機を使用するパン屋、米屋、ヨ腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業
(食品加工業を含む。)を 営むもの

(2)建 築基準法別表第2(と)項第3号 (5)に掲げる事業中裁縫及び編物
(3)建 築基準法別表第2(と)項第3号 02)に掲げる印刷

べ
積
の
度

延
面
合

胸
卿
帥
帥

築
積
対

建
面
に
最

敷地面積が 200甫 未満の場合は、

10分 の 30と する。

置

限

位の
制

面壁

の

敷地が都市計画道路356号 橋本駅西通り緑(計画図に表示する箇所に限る。)
に接する建築物の壁又は位の面で地盤面からの高さ25メー トル以下の部分は、
都市計画道路境界線から 1メー トル以上後退した位置とする。

X決定事項による 「壁面の位置の制限Jの文中、計画図に表示する箇所は、パンフレットの区域図に示す部分


